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1 .農林水産部組織の概要
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2. 農林水産部平成29年度当初予算の概要

【予算編成にあたっての基本的な考え方】

消費者・食品事業者のニ｝ズの多様化やグローノ勺レ化が進展する中、県内の農林水産業や農

山漁村を取り巻く状況は、担い手の不足や生産物価格の低迷など、依然として厳しい状況が続

いています。

こうした情勢に的確に対応するためには、引き続き、農林水産業者の収益力の向上を図り、

「もうかる農林水産業」の実現につなげることが重要です。

このため、需要に応じた水田のフノ哨用や農地の集積・鰍甘化、競争力強化のための基盤整

備の推進、農林水産物の輸出促進、経営カ・人材カの強化に加え、新たに三重の農林水産業の

活力を高めるポストサミットの展開が求められています。

また、大規摸地震ぞ激化する風.7k害等に備えるため、県民の皆さんの命と暮らしを守る効果

的な防災・減災対策を幸雄する必要があります。

こうした認識のもと、 「みえ県民カヒゃジョン・第二樹子動計画」の2年目の目標達成に向け

て、着実に取り組みます。

( 1) 『もうかる農林水産業jの実現に向けて ～選ばれる三重へ～

昨年5月に開催されたG7伊勢志摩サミットでは、魅力ある県産食材やオ吋オなどが数多く

使用されるとともに、三重の素晴らしい自然がクロ｝ズアップされました。また、 7月には、

サミットの舞台となった賢島を含む伊勢志摩国立公園が、環境省の進める国立公園満喫プロ

ジェクトの先導的モデルに選定されました。

国内外で「三重の食J、「三重の自然Jの知名度は高まっており、こうした成果を生かしな

がら、引き続き、「もうかる農林水産業」の実現をめざして、生産体制・生産基盤の整備、

多様な担い手の確保・育成、新商品の開発・国内外への販路開拓の支援、農山漁村の振興な

どに取り組みます。

生J産体制・生産基盤¢整備について、農業では水田農業と園芸産地のパワーアップ、農地

の大区画化・用水路のパイプライン化、獣害対策の強化などに取り組むとともに、材喋では

主伐の促進に向けた低コスト造林の推進、林内路網整備などに、水産業では漁港整備、干潟・

藻場の再生・保全などに取り組みます。

多様な担い手の確保・育成について、次代の農林水産業や地域を担う人材の確保・育成に

取り組むとともに、福祉分野との連携などを強化します。

新商品の開発、国内外への販路開拓支援として、産学官連携によるみえフードイノベーシ

ョン・プロジェクトの推進、三重の食のブランド力向上などに取り組みます。

農山漁村の振興について、中山間地域の生産基盤・生活環境の整備、農業農村の多面的機

能の維持・発揮に向けた地域活動への支援などに取り組みます。
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(2）県産農林水産物の戦略的販路拡大と集客圃交流の拡大（ポストサミット）

伊勢志摩サミットのレガシーを最大限に生かしながら、県産農林水産物について、東京

オリンヒ。ツク・パラリンヒ。ツクを契機としたさまざまな需要に対応する供給体制の構築や

首都圏のケータリング事業者や高級ホテルなどへの認知度向上を図るとともに、海外市場

における販路拡大に取り組みます。

また、三重の自然や食の魅力などを効果的に発信することにより、自然公園や農山漁村

における集客・交流の拡大につなげます。特に伊勢志摩国立公園においては、インバウン

ドを含む旅行者の拡大に向け、世界水準のナショナルパークをめざ、した取組を官民が一体

となって展開していきます。

(3）命と暮らしを守る防災＝減災対策の推進

近い将来に発生が懸念される南海トラフ地震や年々厳しさを増している風水害等に備

えるため、農林水産業の災害に強い基盤づくりとして、農地等の酌k被害対策、樹、丁の防

災対策、山地災害の未然防止対策、海岸・漁港施設等の臨震対策に取り組みます。

作。



平成29年度当初予算総括表（農林水産部）

O 款別総括表 （単位：千円）

(A）平成28年度 (B）平成29年度 前年度比較 (B)/(A) 区 分
当初予算額 当初予算額 増減（B）ー（A)

一般会計
32,009,796 30,410,770 ム 1,599,026 95.0% 

農林水産業費
29,534.297 28,194,677 ム1,339,620 95目5目

農業費
10,728,029 10,781,792 53,763 100.5目

畜産業費
560,096 746,201 186 105 133.2弘

農地費
7,582,803 6,672,934 /:::,., 909,869 88.0% 

林業費
7.510,344 7, 114,535 ム395,809 94.7目

水産業費
3,153,025 2,879,215 ム273,810 91.3弘

災害復旧費
2,475,499 2,216,093 ム259,406 89.5目

｜農林水産施設災害復旧費 2,475,499 2,216,093 £:::,. 259,406 89.5出

特別会計
1,851,461 1,664,663 /:::,., 186,798 89‘9目

就農施設等資金貸付事業等
198,583 113,659 ム84,924 57.2目

地方卸売市場事業
174,661 278,997 104,336 159.7% 

林業改善資金貸付事業
1,084,076 958,520 ム125,556 88.4目

沿岸漁業改善資金貸付事業 394,141 313,487 £:::,. 80,654 79.5目

~ 計 33,861,257 32,075,433 ム1,785,824 94.7% 

0事業別総括表 （単位千円）

(A）平成28年度 （臼）平成29年度 前年度比較 (B)/(A) 区 分
当初予算額 当初予算額 増減（B）…（A)

一般会計 32,009,796 30,410,770 ム1,599,026 95.0百

公共事業
15,471,645 13,662,330 /:::,., 1,809,315 88.3百

園補公共事業
9,744,540 7,899,974 ム1,844,566 81.1百

直轄事業
1,232,996 1,115,787 ム117,209 90.5目

県単公共事業
1,892,080 1,977,276 85196 104.5目

受託公共事業
126 530 453,200 326,670 358.2% 

災害復旧事業
2,475,499 2,216,093 £:::,. 259,406 89.5目

非公共事業
16,538,151 16,748,440 210,289 101.3弘
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3. 主要事項

( 1）東京オリンピック・パラリンピックを契機とした

県産農林水産物の叛路拡大について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

( 2）水田農業の推進について ・一.. . . . . . . . . . . . 13 

( 3）高病原性鳥インフルエンザの防疫対応について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

( 4）農業を支える基盤整備について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

( 5）地域を支える農山漁村の振興について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

( 6）獣害対策について ・一.. . . . . . . . . . . . 21 

( 7）林業の活性化について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

( 8）みえ森と緑の県民税の取組について

( 9）三重県水産業・漁村振興指針の取組について

(10）水産業を支える基盤整備について
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( 1 ）東京オリンピック闘パラリンピックを契機とした

県産農林水産物の販路拡大について

1 .現状（背景、課題）

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京オリ・パラJ）では、

ロンドン大会とほぼ同様に、スタッフ約 16万人、選手・役員約2万4千人、メディア

約2万人、の参加が見込まれており、観客については、約 1,000万人と想定されています。

こうした世界最大級のスポーツイベントに、三重県産の食材、花木、木材を売り込み、

首都圏等を中心にして、県産農林水産物の販売を拡大していくためには、品目に応じてタ

ーゲットを明確にし、効果的なプロモーションを展開するとともに、食材については、国

際水準GAPなどの第三者認証を取得した経営体を増やし、“三重ならでは”の農林水産物

の供給体制を構築する必要があります。

2. 平成29年度の取組

伊勢志摩サミットで高まった県産農林水産物の知名度や評価を生かしながら、官民が一

体となった取組を推進することとしており、平成29年5月24日に、みえ食の国際大使を

アドバイザーとする「東京オリパラ三重県農林水産協議会Jを立ち上げるとともに、農林

水産の各分野にわたる、以下の7つの事業を総合的に実施していきます。

①農林水産物の東京オリ・パラに向けた総合推進事業（1,758.千円）

［事業概要】東京オリパラ三重県農林水産協議会の設置、東京オリ・パラに向けたシ

ンポジウムの開催、食品メーカ一等への加工食材の活用提案

②東京オリ・パラ対応オーガニック認証及びGA P高度化推進事業（2,654千円）

［事業概要］ J GA  Pアドバンス・グ、ローパノレGAPなどの国際水準GAPや有機JA 

Sの認証取得拡大に向けた研修会の開催

③東京オリ・パラに向けたアスリートへの野菜安定供給事業（3,257千円）

［事業概要］アスリートの健康増進に寄与する三重なばな等県産野菜の生産体制の構築

④東京オリ・パラに向けた三重の農産物販売力強化促進事業（5,991千円）

［事業概要］高級ホテル・レストラン等への米・茶のプロモーションの展開、県内花木

生産者への首都圏等の緑化事業者等との商談機会の創出

⑤東京オリ＝パラへの畜産物供給体制構築事業（21,440千円）

［事業概要I松阪牛・伊賀牛など高品質ブランド和牛の生産基盤や熊野地鶏等の首都圏

への供給体制の構築

⑥東京オリ・パラを契機とした県産材の販売力強化促進事業（4,564千円）

［事業概要］ F S C認証の推進、県産認証材を使用した木製品の開発、首都圏等でのプ

ロモーションの展開

⑦東京オリ・パラに向けたみえの水産物販売力強化事業（8,674千円）

［事業概要IAEL （養殖エコラベル）等認証制度の普及啓発や認証取得をめざす事業

者への支援、調達基準を満たした県産水産物のプロモーションの展開

n
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( 2）水田農業の推進について

1 現状（背景、課題）

米、麦、大豆等水田活用作物について、国の施策である経営所得安定対策を活用しな

がら、米の計画的な生産、実需者の需要に対応できる麦や大豆の生産性向上、関係者と

の連携によるブランドカの向上等に取り組んできました。

( 1 ）米の需給調整、経営所得安定対策の実績

平成28年産米は、生産数量目標面積28,396haに対し実作付面積は27,000haとなり、

1, 396haの超過達成となりました。また、経営所得安定対策の交付件数は約16,000件、

交付金総額は主に飼料用米の栽培面積の拡大により、約四億 2,000万円と前年度より

約 2億 5000万円増加しました。

(2）米の生産振興

米については、全国段階の生産数量目標が平成27年産、平成28年産と 2年連続で

達成され、販売価格は上昇傾向にあるものの、依然、低水準にとどまっています。こ

のため、県産米の消費拡大や実需の要望に対応した生産を進めることで、安定した需

要を確保していく必要があります。また、「結びの神」については、平成28年産では

約 780トンが生産され、こだわりをもっ販売店や飲食店をターゲ、ットに販路開拓を進

めています。今後も引き続き生産者や実需者と連携し、生産と販路の拡大を促進して

いく必要があります。

( 3）麦・大豆・飼料用米の生産振興

麦・大豆については、本県の水田農業の基幹作物として生産振興に取り組んでおり、

経営所得安定対策を活用しながら確実に面積が拡大しています。特に、小麦品種「あ

やひかり」の需要が製麺向けに高いことからさらなる生産の拡大が求められています。

大豆については、台風などの影響により低収が続いていることから、生産性の向上

が急務となっています。

飼料用米については、麦・大豆の不適地に対して作付推進を行っており、平成 28

年産の栽培面積は前年から 366ha拡大し、約 1,785haとなりましたが、多収が期待で

きる品種の導入が必要です。

( 4）米政策の見直し

国は、「平成 30年産を目途に行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策

定する需給見通しをふまえつつ、需要に応じた生産が行われる状況をめざす」として

います。このため、国、県、市町、関係団体等で構成する「三重県農業再生協議会」

において、行政による生産数量目標の配分終了が現場に及ぼす影響や国制度の具体的

な方向に関する情報収集と分析、他の都道府県の対応方針等をふまえ、三重県におけ

る米の需給調整の進め方について検討しています。

2. 平成 29年度の取組

引き続き関係機関と連携しながら、経営所得安定対策を有効活用し、需要に応じた計

画生産に取り組みます。

。。
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( 1 ）米の需給調整、経営所得安定対策の推進

米の需給調整、担い手の経営安定を図るため、市町、各市町農業再生協議会等と連

携し、生産数量目標の達成を図るとともに、経営所得安定対策の円滑な実施に努めま

す。

( 2）米の生産振興

県産米の需要拡大のため、これまで開発してきた商品の販売促進や県産米を取り扱

う量販店、飲食店や小売店との関係強化を図るとともに、新たな販路開拓に向け、積

極的な情報発信や生産者独自の販売ルート開拓への支援などに取り組みます。

また、需要が旺盛な業務用米への対応についてJA、実需者と連携し、多収品種の

導入を検討していきます。

( 3）麦・大豆 a 飼料用米の生産振興

麦・大豆については、各地域に実証圃を設置し、収量、品質向上技術の確立と普及

をめざします。また、需要の高い小麦品種「あやひかり」の増産に取り組んでいきま

す。

飼料用米については、引き続き、麦・大豆の栽培に適さない地域への作付を推進す

るとともに、多収品種への転換による生産性の向上を図ります。

( 4）米政策の見直し

米政策の見直しへの円滑な対応を図るため、「三重県農業再生協議会jにおいて、三

重県における米の需給調整に関して、生産目安の設定方法や設定時期等の具体的な方

法について決定します。

その際には米穀事業者等との情報共有を図りつつ、各市町農業再生協議会と連携し

ながら現場が混乱することがないようにしてまいります。
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( 3）高病原性鳥インフルエンザの防疫対応について

1 現状（背景、課題）

高病原性鳥インフルエンザ、は、鳥類に対する高い致死性と強い伝播性を有し、まん延

すれば、鶏肉・鶏卵の安定的な生産と流通に支障を生じるなど、養鶏産業全体に甚大な

影響を及ぼす可能性があることから、家畜伝染病予防法により家畜伝染病（法定伝染病）

に指定され、発生農場の全羽殺処分等の防疫措置をとることが定められています。

日本国内家きん農場での発生については、シベリアからの渡り鳥によりウイノレスが持

ち込まれ、その糞中のウイノレスが、野生動物等を介して家きん舎内に侵入し、家きんに

感染したと推察される事例がほとんどです。

なお、家きんとは、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ぼろぼろ鳥、七面鳥を指

します。

( 1 ）県内の家きん飼養状況

現在、県内の家きん農場は、北勢地域が農場数・羽数ともに最大となっています。

なお、県内に立地する家きん農場は、鶏とあひるのみとなっています。

家保（農林事務所） 家きん農家（生産 家きん農場数 飼育羽数（千羽）

管内 者）数

北勢（桑名、四日市） 43 5 3 2, 7 9 1 

中央（津） 1 0 1 2 8 5 7 

南勢（松阪、伊勢） 3 8 44 1, 1 5 2 

伊賀（伊賀） 2 1 24 2, 2 7 6 

紀州（尾鷲、熊野） 1 2 1 3 3 7 6 

i仁't 量ロt 1 2 4 1 4 6 7, 4 5 2 

(2）平成 28年度における高病原性鳥インフルエンザへの対応状況

平成28年度は、平成22年度（9県24農場 183万羽）以来6年ぶりに全国的な発生が

見られ、本県で、は無かったものの、 9道県 12農場で発生し、約 167万羽の家きんが殺処

分されました。

県内の家きん農家に対しては、平成28年 11月末に最初の発生が国内の家きん農場で

確認されて以降、農場での発生毎に、

①里子生動物の侵入を防止するための防烏ネットの確認

②農場や鶏舎に出入りする人や車両等の消毒

③部外者の立入制限

などの指導を徹底するとともに、電話連絡による飼養状況の聞き取りや24時間体制での

農家相談等を行ってきました。

また、過去の事例では、 2月に烏インフノレエンザが多く発生していることをふまえ、

平成29年 1月 20日に県全域に消毒命令を出し、全ての民間家きん農場（142農場）に

消石灰の無償配布（20k g袋で 11,097袋）を行うとともに、あらためて2月末に消毒徹

底等の注意喚起を行いました。

E
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2 平成29年度の取組

「三重県高病原性烏インフルエンサ、対策対応マニュアノレ」に基づき、県関係部局、市

町及び関係団体が連携し、家畜保健衛生所が中心となって、情報伝達経路の再確認、家

きん農場情報の精査、防疫資材等調達やウイノレス検査の事前準備等を行います。

また、養鶏農家に対して、「飼養衛生管理基準」の順守徹底を指導します。

なお、万一県内で発生した場合にあっては、三重県高病原性烏インフルエンザ対策本

部（本部長知事）を立ち上げ、防疫措置を迅速に実施します。

( 1 ）ウイルス侵入防止対策

家きん農場に対して、引き続き、防烏ネットの確認、農場への出入り時の消毒徹底

や部外者の立入制限など、ウイルスを農場及び家きん舎内へ持ち込まないための対策

の徹底を、巡回指導等を通じて行います。

また、国が定めた「特定家畜伝染病防疫指針」に基づくモニタリング調査として、

毎月県内の 15家きん農場において抗体検査を実施していきます。

(2）発生に備えた防疫体制

万が一の発生に備え、

①県内各地での防疫演習や図上訓練の開催

②各家きん農場に係る埋却予定地の再確認

③防疫資材の備蓄（飼養羽数20万羽規模の農場での発生に対応する防疫服や動

カ噴霧器などを中央家畜保健衛生所等に備蓄）

等を引き続き実施していきます。
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(4）農業を支える基盤整備について

1 現状（背景、課題）

県民の皆さんに安全で安心な食料を安定的に供給できる持続的な農業の実現や水源

のかん養などの多面的機能を安定的に発揮させていくうえで、農地や農業用施設等の農

業生産基盤の整備を計画的に進めていく必要があります。

また、東日本大震災や熊本地震、紀伊半島大水害をはじめ、近年多発する自然災害に

備え、農村地域の防災・減災対策のより一層の推進が求められており、施設の耐震化や

長寿命化の取組を加速化する必要があります。

一方、農村では、人口減少や高齢化の進行、過疎化による農業の担い手不足などによ

り、農業生産基盤を維持していくことが課題になっています。

こうした中、 「農業生産性の向上j 「安全・安心な農村づくり」 「地域の特性を生か

した農村の振興」 「維持管理の適正化と多面的機能の維持・発揮jを整備の方針として、

農業基盤の整備を重点的かつ効率的に進めています。

2. 平成 29年度の取組

農業の持続的発展や農村の振興を支える生産基盤を計画的に整備するため、平成 27

年度に新たに策定した「三重県農業農村整備計画」に基づき、予算の効果的・効率的な

活用を図るとともに、農業者のみならず県民の皆さんの理解を得ながら、本計画の推進

に取り組んでいきます。

〕 ( 1 ）農業生産性の向上

大規模農業経営の推進に不可欠な水管理の省力化を実現し、担い手への農地集積

を促進するため、用水路のパイプライン化等の事業を着実に進めるなど生産性の高

い農業を支える生産基盤の整備に取り組みます。

－高度水利機能確保基盤整備事業 2, 158,375千円（H28.12月補正含み）

朝見上地区（松阪市） 他 11地区

－県営かんがい排水事業 1, 160, 580千円（H28.12月補正含み）

宮Jll4工区地区（伊勢市） 他5地区

(2）安全・安心な農村づくり

大規模地震や集中豪雨等による農業・農村の被害を防止し、安全で安心な農村と

安定した農業生産を実現するため、宅地・公共施設などの被害防止の役割を持つ排

水機場や、決壊すると大きな被害を及ぼす農業用ため池などの長寿命化や耐震対策

を進めます。

・基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 1,050,307千円（H28.12月補正含み）

長島中部地区（桑名市） 他4地区

・県営ため池等整備事業 484,600千円（H28.12月補正含み）

尾ヶ峰上泊地区（津市） 他9地区

一17-



( 3）地域の特性を生かした農村の振興

農村活力の維持・強化を図るため、基幹産業である農業の振興が図られるよう

地域の多様なニーズに応じた生産基盤の整備や農村生活環境の整備を総合的に進め

ます。

－県営中山間地域総合整備事業 377, 100千円

熊野南部地区（熊野市） 他6地区

－団体営農業集落排水整備促進事業 274,840千円

比奈知地区（名張市） 他3地区

( 4）維持管理の適正化と多面的機能の維持 z 発揮

国土の保全、水源かん養などの多面的機能の維持増進を図るための地域活動に取

り組む集落や、中山間地域等において農地を維持管理するために農業生産活動等を

継続する意欲のある集容を支援します。

－多面的機能支払事業 l, 083,947千円

集落数 992集落

・中山間地域等直接支払事業 215,450千円

集落数 217集落

( 5）台風や豪雨による被害からの復旧

平成 28年に発生した台風や大雨による被害について、各市町で平成 29年3月末

には約 67%の被災箇所が復旧しており、本年度末にはすべての被災箇所が完了する

よう支援していきます。

・平成28年発生災害（農地・農業用施設）被害額 276,800千円

被害箇所数 46箇所

（うち平成28年度完了 31箇所）

。。
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( 5）地域を支える農山漁村の振興について

1 現状（背景、謀題）

農山漁村は、農林水産物の供給に加え、豊かな自然環境の保全、美しい農村景観の形成、

貴重な文化の伝承など、幅広い機能を担っています。しかし、中山間地域などの条件不利

地域では、こうした機能の発揮を支えてきた農林漁業者の減少や高齢化の進展は著しく、

担い手の確保に向けて、働く場所の創出、所得の確保が急務となっています。

一方で、こうした機能は、地域資源として有効に活用することで、集客・交流の拡大や

所得確保につながるなど、大きな経済循環を起こせる可能性を有しています。

このため、県では、農林水産物をはじめ、豊かな自然や歴史・文化などさまざまな地域

資源を生かしたビジネスの創出・拡大の促進に取り組んでいるところです。

また、特に、農業・農村が持つ県土保全や水源かん養など多面的な機能の維持・発揮に

向け、多様な主体による農地・農業用施設等の適切な保全活動を促進するとともに、農村

の住環境づくりに向け、地域のニーズに対応した農村生活環境の整備を計画的に進めてい

るところです。

2 平成29年度の取組

( 1 ）三重まるごと自然体験の推進

平成28年2月に策定した「三重まるごと自然体験構想」に基づき、豊かな自然の“保

全と活用”の促進を目的に、企業や市町などと連携しながら、県内の自然体験に係る

魅力の発信に取り組むとともに、自然体験サービスを提供する活動団体を支援します。

① 「三重まるごと自然体験ネットワークjを活用し、活動団体、民間企業、団体、市

町などの連携を促進します。

②体験活動の充実に向け、人材の育成、新たな自然体験プログラムの開発を支援しま

す。

③アウトドア用品メーカーのモンベノレと連携した情報発信、環境保全意識の醸成、子

どもたちの生き抜いていく力の育成等、包括協定に基づく取組を強化します。

④自然を満喫できる周遊ルート「ジャパン・エコ・トラック」の登録に向けたルート

の調査、選定及び地域の受け入れ態勢の整備に取り組みます。

⑤伊勢志摩国立公園のナショナルパーク化を契機として、エコツーリズムの推進を図

ります。

(2）農山漁村の地域資源を活用したビジネスの促進

地域における集客・交流を拡大し、就業場所の創出、所得確保につなげるため、農

家レストランや農林漁業体験民宿など、農林水産資源を活用したビジネスの創出・拡

大に取り組むとともに、地域における様々な主体と連携して地域全体で魅力を発信で

きる体制の構築に取り組みます。

①起業講座の開催、交流アドバイザー派遣による人材育成に取り組みます。

②交流人口拡大に向け、「いなか旅のススメ 2016J等を活用した情報発信を行います。

③農林漁業体験民宿や自然体験を実施する団体等の様々な主体との連携により新た

な集客・交流をプロデユースする組織・人材の育成に取り組みます。
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( 3）農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮

農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮に向け、多面的機能を支える共同活動を

行う意欲ある集落等を支援します。

① 多面的機能を支える共問活動への支援

農地、農業用水路、農道など地域資源、の維持保全活動や生態系の保全活動、景観

形成活動、農業用施設の長寿命化のための活動に取り組む集落を支援します。

② 中山間地域における農業生産活動の継続を支援

生産条件が不利な中山間地域等の耕作放棄農地の発生を未然に防止するため、農

業生産活動を継続する意欲のある集落等を支援します。

( 4）農村の総合整備

農村の活性化と集落機能の維持・強化を図るため、平成 27年度に策定した「三重

県農業農村整備計画Jに基づき、地域のニーズに応じた農村生活環境の整備を計画的

に進めます。

① 中山間地域の総合的な整備

地理的に条件が不利な中山間地域において、営農用水と生活用水を供給する営農

飲雑用水施設や雨水を排除する排水施設など、農村生活環境基盤の整備を総合的に

実施します。

②農業集落排水整備の促進

農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水や汚泥を処理する施設の整備を行い、

農村地域の生活環境の改善を図ります。
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(6）獣害対策について

1 .現状（背景、課題）

本県の野生鳥獣による農林水産被害金額は、平成 27年度には約5億1千7百万円

と、前年度と比べて約4千万円減少するなど、平成23年度をピ｝クに着実に減少して

いますが、生活被害も含め、被害は依然として深刻な状況です。このため、これまで

の獣害対策を更に強化し、その効果を実感できるものどする必要があります。 I 

2司平成29年度の取組

鳥獣被害の減少を実感できるものとするため、獣害対策の「体制づくり」に取り組

む集落の拡大に向けた人材育成や技術開発、侵入防止柵の整備や地域での捕獲強化の

支援などによる「被害対策」、適切な捕獲による「生息数管理」を実施するとともに、

高品質で安全・安心な「みえジビエ」の普及拡大による「獣肉等の利活用」に取り組

みます。

( 1 ）体制づくり

鳥獣被害が大きい 600集落を対象に体制づくりを進めており、「獣害対策に取り組む

集落」は平成27年度までに 505集溶まで拡大したことから、引き続き、集落の状況に

応じた体制づくりを進めるとともに、集落リーダーの育成や座談会の開催などを通じ、・

集落住民の機運醸成を図ります。また、県民の皆さんの獣害対策に関する理解を深め

るため、優良活動集務の表彰や獣害に強い三重づくりの推進を目的としたフォーラム

を開催するとともに、生活被害の軽減につながるよう、関係機関との情報共有、連携

強化を図ります。

( 2）被害防止

①ニホンザルによる被害については、伊賀市において、県が Ic T技術を活用して民

間企業とともに開発した「まる三重ホカクンJと大型捕獲わなの組合せによる捕獲

実証を行い、ニホンザノレの被害防止対策技術を確立できたことから、平成 28年度

には、開発した技術を活用し、 3市町（名張市、多気町、南伊勢町）で計画的なサ

ノレ対策が実施されました。平成 29年度は、被害の大きい4市町（津市、鈴鹿市、

大台町など）への導入・普及を進めます。

②農林水産被害金額が大きいニホンジカ、イノシシによる被害の防止として、侵入防

止柵が平成 28年度までに 2,115km整備されており、引き続き、市町が策定する被

害防止計画に基づいた柵劉首や、被害防止の捕獲（※ 1）活動などを支援します。

③また、県境等における広域一斉捕獲や、市町内の捕獲が進みにくい地域での共同捕

獲活動への支援を行います。

④さらに、被害状況や野生獣の捕獲情報を見える化した獣害情報マップを市町に提供

し、重点対策エリアの設定による効果的な獣害対策の実施を支援します。

⑤これらの取組と合たせて、被害の大きい集落ごとに課題を整理し、適切なフォロー

アップを進めることで、被害軽減を実感する集落数を増やします。

※1：従来の「有害捕獲」のこと。平成28年末の鳥獣保護管理法の改正に伴い

表示を変更。
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( 3）生怠数管理

第 12次鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画に基づく県によるニホン

ジカの捕獲推進と合わせて、市町が中心となる被害防止の捕獲、各地域での狩猟による

捕獲を適切に実施するとともに、県が委託する捕獲事業についても、認定鳥獣捕獲等事

差主i盟主Lである猟友会と連携して進めることで、増えすぎたニホンジカ等の生息数

の減少につなげます。

また、捕獲者の確保・拡大を図るため、狩猟免許の取得促進に向けたPR活動や、捕

獲活動における安全性確保のための支援を行います。

※2：認定鳥獣捕獲等事業者 鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正

かっ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有し、鳥獣捕獲

等事業を実施する法人で都道府県知事が認定した事業者。三重県内では、一般

社団法人三重県猟友会のみが認定を受けている。

( 4）獣肉等の利活用

「『みえジビエ』品質・衛生管理マニュアルJに基づき、獣肉の安全性や品質の確保

に取り組む［『みえジピヱ』登録施設」は 101施設（平成28年度末）まで拡大していま

す。

引き続き、マニュアルの普及、登録事業者の拡大を図るほか、登録事業者などにより

平成田年8月に設立された「みえジビエ推進協議会」と連携して「みえジヒ守エJの普

及拡大に取り組みます。

また、「みえフードイノベーション・ネットワークj を活用し、企業と連携した「み

えジビ、エj商品の開発や販売促進に取り組みます。
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( 7 ）林業の活性化について

1 現状（背景、課題）

県では、森林の多面的機能の発揮や林業の持続的発展に向け、「三重の森林

づくり条例」に基づき「三重の森林づくり基本計画」を策定し、「もりづくり J

に関する様々な施策を進めています。

県内の森林は、人工林面積の 6害I］が 50年生以上となるなど利用期を迎えて

いますが、長引く木材価格の低迷により管理不足の森林が増加するなど、林業

を取り巻く環境は厳しいものとなっています。

このような中、充実した森林資源を有効に活用し、林業を活性化するために

は、県産材の需要拡大と安定供給、及び森林・林業を担う人材の育成が重要と

なっています。

( 1 ）県産材の需要拡大と安定供給について

県内で 3基の木質バイオマス発電所が稼働しているほか、紀伊半島で初とな

る大型合板工場の整備が多気町で進められているなど、 C材（木質チップ用材

等）、 B材（合板用材等）の需要が拡大する一方、住宅着工戸数の減少などの

影響から、建築用材等として利用される A材の需要は低迷しています。

このため、木材の最も価格の高い部分である A材の需要を拡大し、林業の収

益性を向上させるとともに、主伐を促進することで素材生産量の増大を図り、

拡大する BC材の需要に対応していく必要があります。

また、昨年開催された伊勢志摩サミットにおいて使用され、高い評価を受け

た尾鷲ヒノキが「日本農業遺産」に認定されるなど、伝統的な林業の価値が改

めて評価されました。こうした機会を的確にとらえ、東京オリンピック・パラ

リンピックでの使用も含め、県産材の需要の拡大に繋げていく必要があります。

( 2）林業の人材育成について

次代の森林・林業を担う経営感覚を持った人材を育成するため、森林・林業

関係者や有識者を構成員とする検討会を設置し、「森林・林業のあるべき姿」

や「めざす人材像」について検討を行い、平成 29年 3月に「三重県林業人材

育成方針Jを策定しました。人材育成方針では、産学官連携による新たな教育・

研修機関として「みえ森林・林業アカデミー（仮称） Jを設置することとして

おり、今後l士、設置に向けた具体的な検討を進めていく必要があります。

2 平成 29年度の取組

( 1 ）県産材の需要拡大と安定供給に向けた取組

A材を中心とした県産材の需要拡大に向け、「三重の木Jの住宅建築を促進

するためのネットワークづくりを進めるとともに、首都圏等での販路開拓や公

共建築物への利用促進などに取り組みます。

また、「日本農業遺産jに認定された尾鷲ヒノキの魅力発信を行うとともに、

東京オリンピック・パラリンピック関連施設への森林認証材等の利用や製品で

の県産材輸出など、新たな需要の開拓に取り組みます。
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さらに、県産材の安定供給に向け、低コスト造林の推進、高性能林業機械の

導入や森林作業道の整備などの基盤整備を進め、素材生産量の増大を図るとと

もに、 BC材の需要に適確に対応するため、合板工場や木材市場、素材生産業

者等が連携した協議会の設置や、木質チップ燃料となる枝葉等を現地でチップ

化し、効率的に運搬する取組などを進めます。

( 2 ）林業の人材育成に向けた取組

平成 30年度に「みえ森林・林業アカデミー（仮称） Jを開始できるよう、産

学官による準備組織を立ち上げ、研修の拠点やフィーノレドの選定、カリキュラ

ムの構成や講師の選定などの具体的な検討を行います。

アカデミーでは、既就業者を対象として、現場業務を実践する人材（プレー

ヤー）だけでなく、中間マネジメント人材（マネージャー）や高度な経営人材

（ディレクター）の育成に重点をおいて取り組むこととしています。

( 3 ）三重の森林づくり基本計酪の見直しについて

三重の森林づくり基本計画は、「もりづくり j に関する中長期的な目標、基

本となる方針、施策の方向などを定めた計画で、現在の基本計画は平成 18年

3月に策定し、平成 24年 3月に改訂したものです。

計画期間は平成 37年度までの 20年間としていますが、国の施策の動向や社

会情勢の変化などをふまえ、平成 29年秋を目途に見直しに向けた作業を進め

てきました。

しかし、「みえ森と緑の県民税」の見直しを平成 30年度に予定していること

や、国において「森林環境税（仮称）」の導入が検討されていることなどから、

これらの検討状況を計画に反映させるため、見直しの時期を平成 31年 4月を

目途として、検討を進めていきます。
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( 8）みえ森と緑の県民税の取組について

1 現状（背景、課題）

平成 26年 4月 1日から導入した「みえ森と緑の県民税jでは、「災害に強い

森林づくり Jと「県民全体で森林を支える社会づくり jの2つの基本方針に沿

って、県と市町が役割分担した中で効率的に事業を進めています。

( 1 ）県が実施する事業

県では、主として「土砂や流木を出さない森林づくり Jと「森を育む人づ

くり Jに取り組んでいます。平成 28年度は、渓流沿いの危険木の伐採や森

林整備などを行うとともに、森林環境教育・木育の推進と森づくり活動を促

進するため、「みえ森づくりサポートセンターj を開設して、指導者の養成

や市町・学校・ボランティア団体の活動支援などに取り組みました。

( 2 ）市町が実施する事業

市町では、主として「暮ら lしに身近な森林づくり」、「森を育む人づくり J、

「木の薫る空間づくり J、「地域の身近な水や緑の環境づくり Jに取り組んで

います。平成 28年度は、市町交付金事業により、里山の整備や公共建築物

等の木造・木質化など様々な取組が行われました。

このような中、税に対する県民の皆さんの理解をさらに深めるため、さまざ

まな機会を捉えて、税の目的や使途、事業の成果等を周知していく必要があり

ます。

また、税の見直しについては、条例により、施行後おおむね 5年ごとに行っ

ていくことになっています。税導入から 3年が経過し、市町や団体から、税の

使途の幅を広げてほしいといった声もいただいていることから、今後、幅広く

県民の皆さんの意見や要望を聴きとり、平成 30年度の見直しに向けた検討を

進めていく必要があります。

2 平成 29年度の取組

引き続き、「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づく

り」の 2つの基本方針に沿って、県と市町において取組を進めるとともに、税

に対する県民の皆さんの理解をさらに深めるための情報発信と平成 30年度の

見直しに向けた検討に取り組んでいきます。

( 1 ）事業の評価と事業成果の情報発信

平成 28年度に税を活用して実施した事業について、第三者機関である「み

え森と緑の県民税評価委員会」から評価をいただき、平成 29年 9月定例月会

議の本委員会で報告するとともに、公表することとしています。

また、税の目的や使途などを広く県民の皆さんに周知するため、事業成果発

表会を 7月に開催するとともに、市町と連携を図りながら、 SNS、各種メディ

ア、イベントなどを活用し、しっかりと PRしていきます。
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( 2 ）施行状況の検討

導入4年目となる平成 29年度には、県内 7地域で県民参加型のワークショ

ップを開催するとともに、関係者を交えた意見交換会を実施するなど、幅広く

県民の皆さんから、現行の制度に対する意見の聴きとりを行います。そのうえ

で 8月から、「みえ森と緑の県民税評価委員会Iにおいて、見直しに向けた本

格的な検討を進めていきたいと考えています。

あわせて、国で導入が検討されている森林環境税（仮称）の動向を注視しつ

つ、他府県における同様の制度の状況なども参考としながら、より効果的な制

度となるよう検討を進めてまいります。

＜「みえ森と緑の県民税j施行状況の検討スケジュール（案）＞

平成 29年 5月～ 7月 県民等からの意見聴き取り

平成 29年 7月「 評価委員会（H28年度事業実績など）

平成 29年 8月 評価委員会（H28年度事業評価・答申、施行状況の検討）

平成 29年 11月 評価委員会（施行状況の検討）

平成 30年 2月 評価委員会（H29年度事業進捗、施行状況の検討）

平成 30年 3月頃 改定案（概要案作成）

平成 30年 4月 評価委員会（施行状況の検討）

平成 30年 7月 評価委員会（H29年度事業実績など、施行状況の検討

平成 30年 8月 評価委員会（H29年度事業評価・答申、施行状況の検討

についての答申）

平成 30年 8月頃 改定案（最終案作成）

＜森林環境税（仮称）について＞

平成 29年度与党税制改正大綱（平成 28年 12月）において、

「森林吸収源対策に関する安定的な財源の確保について、市町村が主体とな

って実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組

みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とす

る森林環境税（仮称）の創設に向けて、地方公共団体の意見もふまえながら、具

体的な仕組み等について総合的に検討し、平成 30年度税制改正において結論

主宜主〕ことが示されました。

なお、総務省において「森林吸収源対策税制に関する検討会」が設置され、

平成 29年 5月 9日に第 2回の検討会が開催されています。
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( 9 ）三重県水産業圃漁村振興指針の取組について

1 現状

( 1 ）背景と課題

わが国の水産業を取り巻く状況は、漁業就業者の減少や高齢化、漁場環境

の悪化や資源量の減少、消費者の魚離れなど厳しい状況にあります。

将来にわたり、水産物を供給し、地域を支える水産業を実現するためには、

漁業が継続的に行われることが重要であり、一定の所得が確保されるよう、

資源管理、多様な担い手の確保・育成、基盤の整備等が必要です。

このため、三重県では、 「みえ県民力ビジョン・第二次行動計回」との整

合を図り、平成 28年 3月に「三重県水産業・漁村振興指針j を策定し、こ

れらを計画的かつ着実に進め、 「水産王国みえ」の復活をめざします。

( 2）平成 28年度の主な成果

施策 1 高い付加価値を生み出す水産業の確立

県産水産物の海外販路拡大件数・ 3件（目標 3件）

（ベトナム：ブリ、タイ：カキ、香港：水産加工品）

施策 2 水産業の担い手の確保・育成（目標： 33人）

新規漁業就業者数（45歳未満） : 34人

（海面漁業28人、海面養殖業 6人）

施策 3 資源管理・漁場環境保全等の推進（目標： 24.0%)

資源管理に参加する漁業者の割合： 25.1 % 
(6, 677人中1,677人参加）

施策 4 水産基盤の整備・保全（目標・ 2漁港）

耐震岸壁の整備を行った防災拠点漁港数： 2漁港

（波切、三木浦）

2 平成 29年度の取組

引き続き、次の四つの施策とこれらを推進するための目標項目を定めて取

り組んでいきます。

施策 1 高い付加価値を生み出す水産業の確立

漁業所得の向上と経営の安定のため、水産物輸出の促進、首都

圏等への県産水産物の販売促進、作業の共同化等を新たに行う養

殖経営の支援、海女漁業の魅力発信、漁業と観光との連携の推進、

真珠養殖技術の開発等に取り組みます。

施策 2 水産業の担い手の確保・育成

多様な担い手確保や漁業者の経営力向上のため、漁業のインタ

｝ンシップに取り組むとともに、新規就業者の定着支援や水福連

携による担い手の育成等に取り組みます。

施策 3 資源管理・漁場環境保全等の推進

持続的な生産が可能な水産業を確立するため、漁業者による資

源管理の促進、アサリ資源、等の回復、効果的な栽培漁業の推進、

地元漁業者と連携した密漁防止対策、干潟・藻場の再生等に取り

組みます。
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施策4 水産基盤の整備・保全

安全で生産性の高い水産業や安心で快適な漁村の構築のため、

漁港施設の耐震化や長寿命化、漁港Bc p （事業継続計画）等の

策定に取り組みます。
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(10）水産業を支える基盤整備について

1 現状（背景、課題）

三重県は、全国第6位（平成27年漁業・養殖業生産統計）の漁業生産量を誇る水産県

であり、県内 73漁港（県営 12、市町営 61）を中心lこ、さまざまな漁業が営まれていま

す。しかしながら、漁獲量の減少、漁業者の高齢化、後継者不足など、漁業を取り巻く

状況は厳しさを増しています。

また、防波堤や係留岸壁などの漁港施設、多くが伊勢湾台風直後に築造された堤防な

どの漁港海岸保全施設は、それぞれ老朽化が進んでいます。国は南海トラフ地震の今後

30年以内の発生確率を 70%程度としており、大規模地震発生の緊迫度が高い状況である

ことから、漁港施設や海岸保全施設の長寿命化・耐震化などが必要となっています。

2. 平成 29年度の取組

( 1 ）防災・減災機能の強化

南海トラフ地震に加え、大雨等の風水害などによる自然災害に備えるため、漁港施

設や海岸施設の地震・津波対策や水産業の早期再開のための手法を取り決めておく事

業継続計画（BCP）の策定を推進します。

・県営漁港海岸保全事業

－県営水産生産基盤整備事業

．県営漁港施設機能強化事業

(2）漁港開漁村のストック効果の最大化

104, 750千円大淀漁港他1地区

252,000千円舟越漁港

24, 139千円錦漁港

漁港・漁村の多くの施設について、予防保全が必要な施設の長寿命化計画策定と計

画的な補修・補強をより一層推進します。

－県営水産物供給基盤機能保全事業

－市町営水産物供給基盤機能保全事業

－市町営農山漁村地域整備事業（水産基盤）

( 3）自然と共生する水産業の構築

261,461千円大淀漁港他1地区

318,530千円明和町地区他9地区

222,810千円香良洲漁港他6地区

水産業の成長産業化や海女漁業・アサリ漁業等沿岸漁業の振興を図るため、多面的

機能を発揮した美しく豊かな海の維持・再生を図り、水産物の品質向上や水産資源の

増大を図ります。

－伊勢湾アサリ復活プロジェクト推進事業 146,665千円四日市市楠沖他2地区

・三重の未来を紡ぎ繋げる漁業振興事業 292, 740千円英虞湾立神地区

－海女漁業等環境基盤整備事業 216,924千円鳥羽磯部地区他9地区

・水産多面的機能発揮対策事業 8,595千円 28活動組織（海面23、

内水面5)
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